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2022 年度　第 12回　アクティオ助成基金　応募要項

1、アクティオ助成基金とは
一般社団法人アクティオは、2009 年より環境問題、人権問題や平和運動などに取り
組む団体・個人を対象に助成事業を行っています。
持続可能で多様性ある社会づくりに寄与する市民活動を資金面で支援します。

2、助成基金の対象
（1）活動・運動・事業を始めたり、発展させていくために必要性の高い機器の購入

費など。
（2）活動・運動・事業の実施のために直接必要となる経費。

※経常的に出る経費（人件費や家賃等）や借入金などの返済は対象になりません。
（3）政治資金規正法の対象となる政治団体は、本助成金を受け取ることができません。

3、助成内容
（1） 助成総額：100 万円（上限）予定
（2） 1 事業に対する助成金額：10 万～ 40 万円

応募は 1 団体（個人）あたり 1 事業のみとなります。

4、助成対象期間
原則として 2022 年 12 月 20 日から 2023 年 11 月 1 日に実施するプロジェクトが
対象です。

5、選考
一般社団法人アクティオの理事会で第一次審査を行い、その後アクティオ会員による
選考会を経て決定します。第一次審査の合否はメールにてお知らせします。
第一次審査を通過した応募団体・個人は、選考会（2022 年 12 月 11 日）にてプレ
ゼンを行っていただき、その場で会員の投票によって決定します。
プレゼンに参加できない場合は、審査対象になりません。
助成団体は、助成事業事務局と覚書を締結します。覚書締結後、1 ヵ月以内を目途に
助成金を交付します。

6、応募要項・申請書
詳しい応募要項と、申請書をＨＰからダウンロードできます。

【お問い合わせ先】
一般社団法人アクティオ　助成事業事務局
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7、応募方法
所定の申請書に記入、必要書類を添付のうえメールにて下記応募書類提出先へ送付し
て下さい。持参、ＦＡＸによる提出は受け付けておりません。
応募書類到着後 1 週間以内に「受理」の通知をメールにてお送りします。

応募書類送付先
一般社団法人アクティオ　助成事業事務局

応募期間
2022 年 10 月 20 日（木）～ 11月 20 日（日）

8、事業の実施について
（1） 助成事業を実施しなかった団体・個人については、3 年間、新たな助成申請を受

け付けないことがあります。また実施しなかった残金は返還していただきます。
万一、助成事業の実施・継続に不安が生じた際には、直ちに事務局にご相談くだ
さい。

（2） 物品の購入、または研修やシンポジウムなどを開催した場合、購入物あるいは掲
示物、チラシ等にアクティオ助成基金の事業である旨の表記をしてください。

（3） 事業の未実施などにより、残金が生じた場合、2023 年 11 月 1 日までにアクティ
オ助成金事務局に返還していただきます。

9、活動事業報告
本助成事業に係る活動は、2023 年 11 月 1 日に終了するものとし、同日をもって
会計報告を含む活動事業報告をまとめ、「アクティオ助成基金による活動報告書」を
2023 年 11 月 15 日までにメールまたは郵送にて提出していただきます。
また本助成を受けた団体・個人は、報告会（2023 年 12 月を予定）に参加すること
を条件とします。不参加の場合は、3 年間、新たな助成申請を受け付けないことがあ
ります。


